
緊急時の対応について 2020/9/9改訂版 
関市立洞戸小学校 

  

 「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」やその他特別警報発令時や、「緊急地震速報」発令時には、

下記のように対応しますのでよろしくお願いいたします。 

 ＊緊急メール配信システムを利用して連絡する。 

 ＊児童の引き渡しの時には、学年ごとに名簿でチエックする。児童の受け取りが遅い場合 

は、電話で直接連絡する。 

  

 暴風、大雨、洪水その他特別警報発令時 緊急地震速報発令時 

 

 

在宅中 

①始業２時間前（６時１５分）までに警報が解除

された場合 

 →平常通り授業を行う。 

②始業２時間前（６時１５分）から８時までに警

報が解除された場合 

 →解除後２時間を経てから授業を開始する。

(給食あり) 

③８時から１１時までに警報が解除された場合 

 →午後から授業を行う。（給食なし） 

③１１時を過ぎてから解除された場合 

 →休業とする。 

 

 

①地震発生時には、学校から連絡があるまで

家庭で待機する。 

 

②地震発生がなく解除された場合は、平常通

り授業を行う。 

 

 

在校中 

警報発令中は学校待機とする。 

①下校時刻になっても警報が解除されないとき 

 ・保護者引き渡しによる下校を行う。 

②下校時刻以前に警報が解除されたとき 

 ・気象情報、道路、交通状況等をもとに判断し、

児童を安全に帰宅させ得ると認めた場合 

 →職員が分団集合場所まで引率し下校させる。 

・分団下校が危険と認められた場合 

 →学校待機とし、保護者への引き渡しを行う。 

③大雪警報については①および②に準じる。 

◎発令されたら、状況を判断し、左記の警報

発令時対応に準じた措置をとる。 

 

 

 

 

登下校中 

①登校中 

 →警報が出た時点で児童は家庭あるいは学校

のうち、近くて安全な方へ向かう。子ども 110

番の家や近くの家へ行った児童及び登校し

た児童については、その後引き渡しを行う。

帰宅後解除された場合は「在宅中」に準じる。 

②下校中 

 →注意して下校する。分団担当職員が引率に向

かう。 

 

①登校中 

 →左記に準じる。 

②下校中 

 →左記に準じる。 

 

その他 

◎状況に応じて市教委と連携して対応し、緊急メ

ールで連絡する。 

・気象に伴う警報発令時は、スクールバスは運行

しない。 

◎突然「大規模地震」が発生 

 →直ちに授業を打ち切り、運動場へ避難さ

せる。その後、保護者へ連絡し児童を引

き渡す。 

                     

どんな警報でも発令中は待機です。 

大雪警報発令時には，気象状況や洞戸

地区の状況を把握し，関市教育委員会

と協議した上で，対応を判断します。

対応については，緊急メール配信を利

用して連絡します。 

児童の安全を第一に考え，対応を判断

します。対応については，緊急メール

配信を利用して連絡します。 



 

「弾道ミサイル発射にかかわる全国瞬時警報システム（Jアラート）」発令時のには，下記のよ

うに対応します。 

 

登校前・

下校後や

休日 

１ 登校前・下校後や休日の時間帯でのＪアラート発令 

  ・家庭にいた場合は、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動す

る。また、安全が確認できるまで自宅待機する。 

・外出していた場合は、２を参考に行動する。 

 

登下校中 ２ 登下校中の時間帯でのＪアラート発令 

  ・近くにあるできるだけ頑丈な建物や地下などに避難する。 

  ・近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ、頭部を守る。 

  ・周囲の状況を確認後、自宅または学校、家族で決めた集合場所で、いちばん

近 

いところに移動する。 

・スクールバスに乗車している場合は、運転手が安全な場所に車を止めます。

燃料のガソリンなどに引火するおそれがありますので、スクールバスから離

れて地面に伏せ、頭部を守ってください。 

 

在校中 ３ 学校にいる時間帯でのＪアラート発令 

  ・外にいる場合は、速やかに校舎内に避難する。 

・校舎内ではできるだけ窓から離れ、身の安全を確保する。 

  

 ※１～３とも、その後の対応については保護者の皆様にメール等で、学校からお

知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


